
消費税の95%ルールが改正され、課税売上５億円超の事業者は、大きな影響を受けることになりました。 

また、今国会中に、法人税の改正と復興増税を成立させることに、3党（民主、自民、公明）が合意しました。 

その結果、次のような改正が実施されます。 

①実効税率の5％引下げと復興増税（３年間、10％の付加税） 

②減価償却の見直し（定率法の償却率の圧縮） 

③欠損金の繰越期間の延長 

④欠損金の繰越限度額の制限（資本金１億円以下は除外） 

⑤一般寄附金の損金算入限度額の圧縮  

⑥貸倒引当金の見直しなど 

 

日 時 平成２４年２月２１日（火） 午後２時３０分～４時 
 

会 場 銀座ブロッサム  

      〔〒104-0061中央区区銀座2-15-6 TEL（03）3542-8585〕 
＊有楽町線/新富町駅1番出口徒歩1分 
＊日比谷線/東銀座駅3・5番出口徒歩8分 
＊浅草線/東銀座駅3・5番出口徒歩8分 

 

講 師 税理士  齋藤 雅俊 氏 

 

昭和４８年明治大学商学部卒業。同５５年税理士登録。 

公認会計士辻会計事務所（現辻・本郷税理士法人）渋谷本部副所長を経て、 

平成１７年１月、税理士齋藤雅俊事務所を開設、現在に至る。 

全国各地のセミナー講師としても活躍。 

実務経験に裏打ちされたセミナーは好評を博している。 

 【主な著書】 

「消費税入門の入門」（共著） 

「申告書（別表）で学ぶ法人税実務の基礎」（税務研究会出版局）他 
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                                出    席    票 

                                   芝法人会 

＊下記にご記入のうえ、当日受付にお渡し下さい。（事前申込みは必要ありません。）＊同一法人から２名以上のご出席可。 

 

 

 

 

 

 

   

      

※ご記入いただきました個人情報は、当研修会の整理以外には利用いたしません。 

所  在  地   

会  社  名    電   話   

部  課  名   役 職 名   

参加(代表)者氏名   参加人数               名 

税務研修会のお知らせ 共催：麹町・丸の内・神田・日本橋・京橋・芝 各法人会 後援：東京法人会連合会 

聴講 

無料 
平成23年改正と今後の実務対応 

 今回の研修では、消費税の95%ルールの改正とその実務対応を中心に、 

 その他の改正事項についても、わかりやすく解説いたします。 


